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7
日
に
尖
閣諸
島
近
海
の
わ
が
国
の

領
海
内
で
起
き
た
中
国
漁
船
と
海
上
保

安
庁
の
巡
視
船
「
ょ
な
く
に」
と
の
衝

突
事
件
は、

漁船船長
の
公
務

執行妨

害
容
疑
で
の
逮
捕
に
至
り、

対応
の
初

期
段
階
を
経
た。
事
件
は
明
ら
か
に
漁

船
側
に
意
図
的
な
非
が
あ
る
の
だ
か

ら、
政
府
は
もっ
と
速
や
か
に
決
断
す

べ
き
だっ
た。
尖
閣
の
問
題
を
日
中
間

の
係
争
に
すべ
き
で
は
な
い
と
いっ
た

外
交
的
配慮
が
働
い
た
と
す
れ
ば、
そ

の
配
慮
自
体
が
誤っ
て
い
る。

尖
閣
諸
島
と
そ
の
近
海へ
の
中
国
側

の
侵
犯
や
威
嚇
は
こ
れ
ま
で
も
頻
繁
に

起
き、
こ
れ
か
ら
も
続
く
だ
ろ
う。
そ

う
し
た
中
で、
尖
閣
諸
島
は
わ
が
国
固

有
の
領
土
で
あ
り、
日
中
間
に
同
諸
島

を
め
ぐ
る
領
土
問
題
は
存
在
し
な
い
と
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本島

「
友
好
外
交」
が
尖
閣
に
残
し
た
ツ
ケ

の
日
本
政
府
の
立
場
を
貫
く
の
で
あ
れ

ば、
今
回
の
よ
う
な
事
件
や、
2
0
0

4
年
3
月
に
中
国
人
活
動
家
が
同
諸
島

に
上
陸
し
た
事
件
な
ど
に
は
そ
の
都

度、
わ
が
国
の
圏
内
法
と
国
際法
に
照

ら
し
て
厳
重
な
措
置
を
取
る
以
外
に
選

択
肢
は
な
い
か
ら
で
あ
る。

厳しい中園 、甘い日本

東
シ
ナ
海
の
天
然
ガ
ス
田
の
問
題
と

と
も
に、
こ
の
間
題
を
日
本
外
交
の
力

量
で
解
決
で
き
る
展
望
が
あ
れ
ば
と
も

か
く、
経
済
発
展
を
テ
コ
に
軍事
力
を

増
強
し、
最
近
で
は
南
シ
ナ
海
を
「
核

心
的
利
益」
の
対
象
と
し、
西
太
平
洋

に
ま
で
海

軍力を
拡
大
し
て
い
る
中
国

が、
こ
と
尖
閣
問
題
で
譲
歩
し
た
り、

日
本
側
に
理
解
を
示
し
た
り
す
る
気
配

は一
切
な
い
か
ら
で
も
あ
る。

そ
れ
は、
中
国
側
が
極
め
て
執
鋤
に

こ
の
間
題
に
対
処
し
て
き
た
の
に
対
し

て、
日
本
側
が
実
に
単
純
に
「
日
中
友

好」
外
交
に
賭
け
て
き
た
た
め
で
も
あ

る。
私
は
尖
閣
問
題
に
は
本
欄
で
も
し

呈A
亘冊iE 

ば
し
ば
触
れ
て
き
たo
M
年
日
月
幻
日

付
の
拙
稿
「
原
潜
の
領
海
侵
犯
に
見
る

中
国
の
意
図
は
1
台
湾
海
峡
危
機
見
据

え
た
海
洋戦
略i」
で
は、
1
9
6
8

年
の
国
連
ア
ジ
ア
極
東
経
済
委
員
会

（
E
C
A
F
E）
の

海洋調
査
で
同
諸

島
に
豊
富
な
海

底梼績
の
存
在
が
朗
ら

か
に
な
り
翌
印
年
か
ら
中
国
が
領
有
権

を
唱
え
始
め
た
経
緯
を
述べ
て
い
る。

覇権主義
的
領土観に法的
根拠

こ
の
間
題
で
日
本
国
民
に
印
象
深
い

の
は、
中
国
が
文
化
大
革命
の
混
乱
か

ら
立
ち直
り
つ
つ
あっ
た
市
年
秋
に
郵

国際教養大学
理事長・学長

中嶋 嶺雄

小
平
副
首
相
（
当
時）
が
来
日
し
た
と

き
に、
「
尖
閣
諸
島
の
問
題
は
次
の
世

代、
ま
た
次
の
世
代
に
持
ち
越
し
て
解

決
す
れ
ば
よ
い」
と
語っ
た
こ
と
だっ

た。
さ
す
が
郵
小
平
氏
は
物
分
か
り
が

い
い、
と
わ
が
国
の
政
府
も
マ
ス
メ
デ

ィ
ア
も
大
歓
迎
し
た
の
だ
が、
そ
の
郵

小
平
氏
が
権力
を
強
め
つ
つ
あっ
た
ω

年
2
月
に
中
国
側
は、
全
国
人
民
代
表

大
会
の
常
務
委
員
会
（
7
期
制
回）
と

い
う
目
立
た
な
い
会
議
で、
「
中
華
人

民
共
和
国
領
海
真
ひ
枇
連
（
隣
接）
区

法」
（
領
海
法）
を
制
定
し、
尖
閣
諸

島
（
中
国
名・
釣
魚
島）
は
中
国
の
領

土
だ
と
決
定
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る。同
法
第
2
条
は
「

中華人
民
共
和
国

の
領
海
は

中華人
民
共
和
国
の
陸
地
領

土
と
内
海
に
隣
接
す
る一
帯
の
海域
と

す
る。
中
華
人
民
共
和
国
の
陸
地
領
土

は
中
華
人
民
共
和
国
の
大
陸
と
そ
の
治

海
の
島
幌、
台
湾
及
ひ
そ
こ
に
合
ま
れ

る
釣
魚
島
と
そ
の
付
属
の
各
島、

彦湖

列
島、

東沙
群島、

西沙群島、
中
沙

群
島、
南
沙
群
島
及
び
そ
の
他一
切
の

中
華人
民
共
和
国
に
属
す
る
島
艇
を
包

括
す
る」
と
う
た
う。
尖
閣
諸
島
を
合

む
台
湾
や
臨時湖
諸
島
は
も
と
よ
り、
ベ

ト
ナ
ム
や
フィ
リ
ピ
ン
な
ど
と
係
争
中

の
南
シ
ナ
海
の
西
沙、
南
沙
両
諸
島
ま

で
中
国
の
領
土
だ
と
い
う一
方
的
で
覇

権
主
義
的
な
領
土
観
が
中
圏
内
部
で
は

法
的
根
拠
を
持っ
た
の
で
あ
る。

日
本
政
府、
外
務
省
は
こ
の
時、
即

座
に
事
態
の
重
要
性
に
気
づ
き、
中
国

側
に
厳
重
に
抗
議
す
べ
き
だっ
た。
当

時
は
し
か
し、
尖
閣
諸
島
や
沖
縄
近
海

へ
の
中
国
海
軍
の
威
嚇
行
為
が
あっ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず、
何
ら
外
交
行
動
に

出
な
かっ
た
ば
か
り
か、
二
カ
月
後
の

江沢
民・
党
総
書
記
の
訪
日、
そ
の
年

秋
の
天
皇、
皇
后
両
陛
下
の
ご
訪
中
と

い
う
「
日
中
友
好
外
交」
に
専
心
し

た。
日
本
側
は、
宮
沢
喜一
首
相、
橋

本
恕・
駐
中
国
大
使
と
い
う
「
親
中」

の
布
陣
で、
両
陛
下
ご
訪
中
は
積
極
的

に
進
め
て
も、
尖
閣
諸
島
と
い
う
日
本

の
国
益
に
か
か
わ
る
問
題
に
は
ほ
と
ん

ど
意
を
用
い
な
かっ
た
の
で
あ
る。

結局 、郵小平に踊－りされた？

時
あ
た
か
も、
郵
小
平
氏
は、
尖
閣

諸
島
の
こ
と
は
ど
こ
へ
や
ら、
保
守
派

の
抵抗
を
抑
え
て
深
別、
珠
海
な
ど
の

中
国
南方
各
地
を
視
察、
重
要
な
「
南

巡
講
話」
を
行っ
て
改
革・
開
放へ
と

中
国
を
導
い
た
の
だっ
た。
実
に
し
た

た
か
だ
と
い
う
ほ
か
な
い。

そ
の
中
国
は
最
近、
強
引
な
外
交・

軍事戦
略
を
展
開
し
つ
つ
あ
り、
オパ

マ
米
政
権
も
極
め
て
瞥
戒
的
に
なっ
て

き
て
い
る。
私
は
そ
れ
を
「
新
米
中
冷

戦」
と
見
て
い
る
が、
こ
こ
で
関
わ
れ

る
の
が、
日
本
の
立
場
で
あ
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い。
菅
直
人
首相
が
続

投
と
な
る
に
せ
よ、
小
沢一

郎新首相

が
登
場
す
る
に
せ
よ、
昨
年
ロ
月
に
民

主
党
議
員
が
大
挙
し
て
訪
中
し、
胡
錦
川

濡
国
家主
席
に
「揮
謁」
し
た
よ
う
な

α

現代
版
「

朝貢外交」
は
二
度
と
繰り
却

返
さ
な
い
で
い
た
だ
き
た
い。

（
な
か
じ
ま
み
ね
お）
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